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特　　集

　抄　録　データが企業競争力の源泉と認識されるようになり，AIなど様々な技術革新が加速し，世
の中のあらゆる分野において変革をもたらしている。これまで技術的に不可能であったことが可能に
なることは，知的財産の分野においても，従前の技術を前提として構築されてきた現在の仕組みに対
して変化を迫るものなのであろうか。本稿では，先行技術調査業務など知財現場へのAI適用，知財活
用など幅広い知財実務へのブロックチェーン適用，将来的な量子コンピュータ応用，についての現状
や見込みを指摘した上で，技術革新によって開発投資回収の仕組みが多様化する可能性，さらには，
将来の知的財産のあり方に対してもたらし得る変容について，考えてみたい。

上 野 剛 史＊
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1 ．	はじめに

データの時代といわれ，データが価値を生む，
データが企業にとって競争力の源泉という認識
が共有されるようになっている。ビッグデータ，
IoT，AIが注目され，現在は第四次産業革命と

呼ばれる社会の大きな変革期にあるといってよ
い。この背景には，情報技術の急速な進展があ
る。具体的には，長年，陽の目を見ることがな
かったAI技術は今やビジネスとして開花した
といってよい。また，ブロックチェーン技術は，
金融にとどまらず様々な分野でのビジネス遂行
の仕組みを根底から変える可能性があるとして
急遽注目され，今や実証実験から本格運用の段
階に入りつつある。さらには，理論的な可能性
はあっても実用化は何十年も先と考えられてい
た量子コンピュータは，開発競争が激化の度合
いを高め，本格運用の時期も以前の予想よりず
っと早まるであろうと期待される。
この変革の中心に位置づけられるのがデータ

である。データが指数関数的に増加し，それに
対応して技術が急速に進歩していることが，IT
業界にとどまらず，自動車，金融・保険，医療・
製薬，素材，教育など，あらゆる業種において
根底からの変革を加速化させている。

＊  日本知的財産協会　参与，WIPOプロジェクトリー
ダー（日本アイ・ビー・エム株式会社　理事・知的
財産部長）　Takeshi UENO

指数関数的に増大するデータと	
加速化する技術革新が引き起こす知的財産の変容

知財のターニングポイント
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このような時代において，研究開発投資の結
果として生まれてくる知的財産やデータを企業
はどのように扱っていくべきか，対応に苦慮す
ることも多くなるであろう。データ等を巡る法
律や施策といった一連の制度や仕組みはどのよ
うなものであることが最も企業競争力を強化
し，国の産業の発展につながるのか，技術の進
展に制度整備が追いついているのであろうかと
の問題意識もある。
本稿では，様々な技術の進展の中でも，筆者
が属するIT業界における技術革新が知財制度
にいかなる影響を与える可能性があるのか，今
後の議論のきっかけとなるような素材を提供で
きればと願っている１）。なお，本稿で述べる見解
はすべて筆者の個人的なものであり筆者が所属
する会社や活動する団体の意見ではない。また，
ひとえに筆者の技術的知見の欠如から，技術的
な実現可能性等についての検討不足などアイデ
アレベルの議論や技術的に不十分な記載も含み
うることに対しては予めお詫び申し上げたい。

2 ．	データの指数関数的増大

米国の調査会社IDCの予想によると，世界に
存在するデータ量は，2011年（平成23年）に約
1.8ゼタバイト（1.8兆ギガバイト）であったが，
２年で倍増という飛躍的な増大を示して，2020
年（平成32年）には約40ゼタバイトに達すると
見込まれている２）。また，データ流通量３）も急
激な増大を続けている。データ増大に関して身
近な例にもとづいての興味深い視点での指摘も
盛んである４）。
このようなデータのうち，80％が，画像，動
画，音声，テキスト（自然言語），そしてセン
サーデータといった，非構造化データ５）であり，
増大を続けている大部分が非構造化データとい
われている。以前は，非構造化データが何を意
味するのかコンピュータが理解することは困難
であったが，技術の進展により，非構造化デー

タの利用も可能となってきている。
増大するデータが生み出す価値が企業の競争

力強化に資するとの認識が広がるようになる，
IoTの普及も進み，データを扱うための様々な
要素技術の進展が加速化し，それがさらにデー
タを増加させる，といった形により指数関数的
にデータが増加している状況である。

3 ．	技術革新

3．1　AI技術

（1）AI技術について
従来，ソフトウェアはすべてプログラミング
することで作成されてきた。データの処理方法
はすべてルール化し，そのアルゴリズムに基い
て場合分けして処理を行い，結果を得るもので
ある。
これに対して，ディープラーニングを含む機
械学習により，データに基づいて学習し，統計
学的処理を行い確率的に可能性が最も高い結果
を得られるようにソフトウェアを作り上げるこ
とが行われるようになったが，これは従来の方
法とは大きく異なる。一般的には，このような
機械学習を行い構築されるコンピュータシステ
ムを指して世の中ではAIと呼ぶことが多いよ
うである。

AIの分野においてIBMでは，人と自然言語
でやり取りをし，理解し，推論し，学習するこ
とで人の知的能力を拡張するコンピュータシス
テムであるIBM Watson（以下，ワトソンという）
に取り組んできている。AIが人を置き換えるの
か，という議論はしばしば行われているが，
Man or Machineではない，Man and Machine
だ，というのが重要な視点であると考えている。

AI利用のあり方を考える上での参考として，
開発時においてある質問に対してワトソンが提
示した回答を紹介したい。ワトソンは，質問に対
して，回答とともにその確信度も算出して示す。
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あるとき，“Who is the first black President?”
という質問に対してワトソンが出した回答は示
唆に富む。この質問に対しては，バラク・オバ
マという回答をする人は多いであろうが，ワト
ソンが最も高い確信度で選んだ回答は，何と，
ビル・クリントンであった。これは，クリント
ン氏がマイノリティの声を代表することを明示
的に訴えて大統領選挙運動を行い実際に閣僚に
も多くを登用してきたこと等に着目して，ノー
ベル文学賞受賞者のトニー・モリソンがクリン
トン氏を“first black President”６）と称したこ
とを根拠に，ワトソンが選択したものである。
２番目に高い確信度で選んだのがネルソン・マ
ンデラ（元南アフリカ大統領）であり，確かに
質問文では，特定の国を指してはいない。ワト
ソンは３番目の回答として，バラク・オバマを
選んでいる。いずれの回答も，決して間違いで
はない。大事であるのは，このような候補を提
示した上で，人がその局面に最も適した選択肢
を選んで最終判断を行うということにある。
物事に対して視点を変えることを可能にす
る，思い込みから見落とす事項を指摘する，こ
のような機能を持つシステムは，高度な専門性
が要求される知的職業人にとってこそ有用なシ
ステムである。技術者がこういったシステムを，
例えば次項で説明する物質探索支援のために用
いれば，大いに知的創造力を刺激し，大胆な発
想で技術者自身が斬新な発明をするようなこと
もでてくるであろう。

（2）AIによる創作
法律上，AI創作物がどう扱われるか，とい

う議論は盛んに行われている７）。特に，AIが著
作物（に相当するもの）を創作することはすで
に現実に起こっていることから，The Next 
Rembrandtプロジェクト８）に関する議論など，
著作権の分野では大きな注目を集めている。裁
判では人の関与や貢献を具体的に評価してケー

スバイケースでの扱いがされており９），基本的
には現行法上での対応が今後も当面は続くので
あろう。誰もが著作物をAIを用いて作成する
ようになると著作権法が大きく変容するのか，
それとも現行法の枠組みの中で対処できるの
か，仮に著作物性が否定されても次章のブロッ
クチェーン技術を利用して実務上保護が図れる
こととなればどうなるのか，など不明な点は多
いが，今後も様々な議論がされていくであろう。

AIが人の関与なく発明を生み出すようにな
るのだろうか，という議論もある。ビジネスと
しては，AIを用いて，特定の目的に適合した
新たな化学物質を探索するための物質探索支援
を行うという実証実験やさらには本格稼働に向
けてのプロジェクトが多数行われており，今後，
様々な成果も得られるであろう。物質探索の場
合，AIを利用して過去のデータに基づいて効
果のありそうな候補をリストアップすることは
期待できる。ただし，実際にはAI利用の際に
人がその技術分野の専門知識を活用して様々な
角度からの検討が行われ，出てきた結果が発明
として価値あるものとなるのかどうかについて
も人による実験や検証，検討が必要となってく
る。この場合，発明者の認定は国ごとに多少の
違いもある10）が，補助的にAIを利用しているの
かという点について，基本的に現行法の枠組み
で対処できる場合が多いのであろうと思われる。

（3）AI技術の知財実務現場への適用可能性
１）概論

AI技術の進展により，従来はコンピュータ
が処理をすることが困難であった非構造化デー
タ，特に自然言語処理の技術が向上してきたこ
とで，出願可否判断，明細書作成，審査業務等
の特許実務を支援するためにAI技術は徐々に
適用されていくことが見込まれる。
ただ，直ちにこれまで人がやっていた行為を

AIが代替する，人の関与なく，AIが，サーチ
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ャー・審査官・弁理士に代わって仕事をする，
という状況が近い将来生じるわけではないと考
えている。例えば，先行技術調査では，これま
で人が見出すことができなかった引用文献候補
を見つけ出すことにAIが役に立つことはあっ
ても，次項で説明している通り，人が補助的に
AIを利用しているものである。
一方で，AIを利用することで，人がこれま
でより効率よく高い成果を上げることには資す
ると考える。特許に関わる様々な専門家の業務
遂行能力を高め，特許の品質を向上させること
にもなる。
ルールが明確で固定的である，または，教師
データが十分にあるような場合，たとえばゲー
ム等の分野や音声・画像の認識においては，機
械学習，特に，ディープラーニング技術や強化
学習などの手法を用いることで，AIが人間を
超える能力を持つとして話題になることも多
い。人の関与がないもしくは最小限であっても
学習できる分野では，ITリソースを投入すれ
ばするほど学習が進み，技術的進化も早い。
一方，自然言語の処理など人間の関与が不可

欠なものは，技術的な進展も他のAI関連技術
と比べて遅れて起こることが多い。さらには，
人間が思考したことを言語化し，言語化したも
のを人間が読み取るという表現行為や解釈行為
には曖昧性が内在し，また，人間の価値観や感
情によって行為の結果生み出されるものは異な
る。先行技術調査の場合も，人が蓄積してきた
先行技術の文章自体に曖昧性が残り，その解釈
も多義的で，結果として人の関与が不可欠とな
る場合も多いであろう。
２）知財実務へのAI適用：先行技術調査を例に

AI技術を特許出願関連業務に活かすことに
対する実務者の関心は高く，特許分類付与や先
行技術調査，明細書作成などへの利用はこれま
でもしばしば議論されている。画像認識技術レ
ベルが向上すれば意匠や商標での議論もより活

性化するであろう。
ツールの性能向上を図り，実務者が行う業務

遂行の効率を向上させ，より短い時間でより大
量の業務を行うことを可能とするような努力
は，AI技術を利用するかしないかに関わらず，
今後も続けられていく。
このような効率向上のためのAI利用と合わ

せて，業務品質を大きく向上させるために，
AIが使われていくことも期待される。AIが知
的専門家の知的能力を大きく高めることを可能
とするという点について考えるために，先行技
術調査を例に，人とAIの役割の違いを説明し
たい。現在の先行技術調査では，まず国際特許
分類（IPC）やFI／Fタームといった分類と，
キーワードという２つの切り口で，先行技術文
献を人が読み込むことのできる数十件～数百件
といった件数にまで絞り込み，クレームと絞り
込まれた文献の内容を対比して引用文献となり
うるものを特定し，新規性，進歩性の判断が行
なわれていくと理解している。クレームの内容
を正しく把握し，特定の文書との対比分析を緻
密に行うことに関して，経験を積んだ実務者の
能力は極めて高く，この能力をAIが超えると
いうことは，現在のコンピュータを前提とする
限りはないのではないかと考えている。
ワトソンを含めて一般的なAIは，先行技術

調査の品質向上に極めて大きな寄与をすると考
えているが，それは，AIが人と比べて，より
厳密な分析が可能であるから，というのではな
い。前述のような手段での絞り込みに用いた分
類とキーワードからは外れた，世の中に存在す
る膨大な数の文献の中で，クレームに関連度の
高い可能性のある文献をたとえば50件提示する
という，人には不可能な処理を行うことができ
る可能性がAIにはある。たとえAIが，経験を
積んだサーチャーの行う文書比較能力より低い
精度での検討しかできなかったとしても，極め
て大量の文献から検討に値する文献を発見しう
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るのである。たとえ１件でもそのような文献を
発見できれば，それは，人による先行技術調査
よりその分品質を高めたこととなるわけである
が，さらには，なぜその１件が人の調査で見つ
けることができなかったのか，分類やキーワー
ドを見直すことが必要なのではないか，といっ
た検討をすることで，人が，より精度の高い調
査をできるようになるのである。ここでもMan 
and Machineであり，AIが実務者の先行技術調
査能力を格段に高いレベルに引き上げる可能性
を秘めている。
サーチであれ審査であれ，クレームと先行技
術という対比対象が確定している（入手できる
かどうかは別として調査対象としての文献はす
でに全件存在しているという意味での確定）と
いってよい場合であっても，このように，AI
は代替ではなく能力拡張が期待される。弁理士
業務のように，明細書作成や中間処理，知財コ
ンサルなど，創作的で高度専門的なプロフェッ
ショナルサービスを提供する職種は，より一層，
代替ではなくAI利用による能力拡張が期待で
きる分野であろう。

3．2　ブロックチェーン

（1）ブロックチェーン技術について
ブロックチェーン技術11）は，仮想通貨である
ビットコインを実現する技術として登場した。
分散型帳簿により皆で取引履歴等を共有するが
ゆえに改ざんが事実上不可能となり，結果とし
て，中央集権的な管理主体なしに，データ・情
報の信頼性を担保することを可能とする技術で
ある。
ブロックチェーン技術は仮想通貨以外の分野
の業務への適用も進んでいる。ブロックチェー
ンの上で取引する対象のコインを，何らかの資
産を表現するトークン（資産を一意に特定する
識別子）とみなすことで取引対象が広がってい
るものである。スマートコントラクト12）という

仕組みをブロックチェーンに組み込むことがで
きることが，ブロックチェーンの価値を大きく
高めている13）。スマートコントラクトによって，
合意事項をコンピューター上で実行可能なロジ
ックとして記述し，ブロックチェーンの上で実
行することにより，分散環境で特定の主体を信
頼せずに，契約を実行することが可能となる。
スマートコントラクトとIoTを組み合せること
で，物理的な物の場所や状態を検知して，それ
を契機に契約を履行（たとえば支払い）させる
こともできる。このスマートコントラクトが，
ブロックチェーンを単純な価値の交換以外の用
途に適用するにあたり，重要な役割を果たして
いる。以上のようなことから，インターネット
がコミュニケーションを変革したのと同様にブ
ロックチェーンが取引を変革すると指摘されて
いる14）。

（2）	ブロックチェーン技術の知財実務現場へ
の適用可能性

１）概論
ブロックチェーン技術の知的財産分野での活用
については，様々な可能性が指摘されている15）。
取引とは一般にモノやサービスの提供に対す

る対価の支払いという構造を持つ。実用化が先
行している仮想通貨は金銭支払の面に集中して
いるが，同時にモノ・サービス提供にもブロッ
クチェーン技術は大きなインパクトを与えう
る。知的財産は，このモノ・サービス提供の局
面においてライセンスされ，権利行使されるこ
とが多いことから，ブロックチェーンが大きな
役割を果たすことが期待される。
また，知的財産では，特許庁や裁判所等の中
央管理主体が関与する側面も強いことから，ブ
ロックチェーン技術の可能性は大きい。著作権
分野では，ビジネスとして著作物などの知的財
産管理を行っている会社も注目を集めている。
たとえば，Binded社16）では，ある作品と全世

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 68　No. 4　2018448

界のコンテンツとを照合してその作品のオリジ
ナリティを確認した上で記録することで，半永
久的に著作権の記録を残すことができる。この
ようにオリジナリティの記録ができるのである
から，先使用権や著作物・ノウハウのオリジナ
リティの立証ができ，譲渡もできることから，
帰属の立証も可能であろう。ガリWIPO事務局
長が2017年10月のWIPO Magazineにおいて，
このブロックチェーン技術を含めた新技術など
により知財を取り巻く様々な状況が大きく変化
する可能性について指摘しており17），大変興味
深い。
２）何がブロックチェーン上に登録されるのか
ブロックチェーン技術自体は，一般的には，
取引履歴記録等を電子的帳簿に登録するもので
ある。一方，取引される客体（たとえば知的財
産の文脈では，著作物，データ，場合によって
はノウハウ等も含む）自体をブロックチェーン
上に登録することは，当該客体のデータ量と，
現在のブロックチェーン技術およびインフラに
鑑みても，現時点では考えにくい。本稿では，
ある客体に関する取引履歴等を登録することを
意味して，当該客体をブロックチェーン上に登
録，と記している。
ブロックチェーン技術によって改ざんを不可

能とできるものの，それによって直ちに，ブロ
ックチェーン上で権利を登録した権利者が，ブ
ロックチェーンのネットワーク外（オフチェー
ン）で別の第三者に譲渡することを防止できる
わけではなく，また，複製防止や侵害コンテン
ツの追跡・検知もできるわけではない18）。結局
は，ブロックチェーン上に現実に登録されてい
るトークンと取引客体の紐付けが確実に行える
のか，暗号化，DRMといった技術を利用して，
必要なコントロールができるのか，ということ
がカギとなる。ただこれらの問題は，知的財産
特有というよりは，ブロックチェーン利用の多
くの場合にも生じる問題である。様々な分野で

行われている実証実験や本格稼働も参考に実装
方法を検討していくことは必要であり，その成
否が，ブロックチェーン技術の知財実務への適
用範囲の広がりを決める。
３） いかなる知財領域の対象をブロックチェー
ン上に登録するのか
権利帰属等に関する情報管理や，著作物やデ
ータに関してブロックチェーン技術を適用する
ことは，直接的であり，想起しやすい。実際，
オープンデータ化のためにLinux Foundationが
2017年に公表したオープンデータ契約書：
Community Data License Agreement（CDLA）
では，データをブロックチェーン上に登録する
場合を考慮した条項を設けている19）。
著作権を例にとれば，著作権管理団体に著作

物の扱いが委ねられている場合には，その標準
的な条件（権利者 -団体間，および，団体 -利用
者間）に基づいて許諾がされる。一方，中央集
中管理機関が不要となるブロックチェーンで
は，権利者自身がその許諾条件を決定し，利用
者への許諾および利用者の履行義務確保まで，
確実に行うことが可能となり，権利者の意向に
沿った許諾の仕組みが実現可能となる。知的財
産の問題ではないが，個人情報管理についても
同様のことがいえる。このように，権利者・オ
ーナー自身がコントロールすることを可能にす
る。
ノウハウも，それが文書化されるものであれ

ばブロックチェーン上に登録できる。ノウハウ
が技術的アイデアとして表現されているのであ
れば，結局は，発明をブロックチェーン上に登
録することも可能なのであろう。一方，データ
や著作物とは異なり，発明は抽象的なアイデア
であり，審査が行われることによって特許権付
与される。強力な独占権に相応しい権利である
かどうかを評価するために，法定主題であるか，
新規性，進歩性を有するか，といった法定要件
が審査される。このような場合にブロックチェ
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ーン技術が特許のあり方に影響するのか，４章
にて検討したい。

3．3　量子コンピュータ

（1）量子コンピュータについて
データの指数関数的な増加を受けて，AI能
力の向上によるデータが生み出す価値の最大化
が要請されている。そのために，現在の演算能
力を遥かに凌駕するものとして，量子コンピュ
ータに対する期待が高まっている。つい最近ま
で量子コンピュータの実現は何十年も先であろ
うといわれていたが，現在は熾烈な開発競争が
繰り広げられており，今後数年間で量子コンピ
ュータの技術と活用は急速に進展すると期待さ
れている。
現在普及しているコンピュータにおけるビッ
トはゼロかイチのいずれかで表されるが，量子
コンピュータにおける量子ビットは，ゼロとイ
チの重ね合わせ状態を維持することができる。
この特性により，量子ビットが一つ増える度に，
演算能力が指数関数的に増大することとなる。
現在のコンピュータには意外と単純な技術的
限界が存在し，量子コンピュータが必要となっ
てくることを示すのが，巡回セールスマン問題
である。複数の訪問地点をすべて巡回するセー
ルスマンが，どの経路を取るのが最も移動距離
が小さいか，というものである。これを計算す
ることは極めて単純な処理であり，N箇所を訪
問する場合には，Nの順列，N*（N-1）*（N-2）* 
- - - 3*2*1 通りの巡回ルートがあり，どのルート
が最短か，を求めることとなる。１秒間に１京
回（この例では１京通りのルート）の演算がで
きるスーパーコンピュータを用いた場合に，最
短ルート計算に必要な時間が，15地点なら１万
分の１秒にすぎないが，20地点で243秒，25地
点で49年，30地点で８億６千万年，と演算量が
指数関数的に増えてしまう。日本の宅配業者に
例えると，わずか一人の配達員が半日もかから

ず配達できる個数の宅配物の最短配達ルートの
計算すら，スーパーコンピュータはお手上げと
なってしまうのである。現実には，近似的なシ
ミュレーションを行うことでルートの候補は出
すことはできるが，正面から計算を行おうとし
た場合には，意外と単純な計算が困難であるこ
とを示している。

（2）量子コンピュータの応用分野
量子コンピュータは，検討すべき可能性が桁
外れに多い問題を計算するような場合に用いる
ことが考えられている。サプライチェーンや金
融データのモデル化といったビジネス関連，新
薬・新規材料の開発，機械学習，セキュリティ
などの分野での応用が期待されている。
なお，このように量子コンピュータは，極め
て膨大なデータの処理を短時間に行うことを可
能とするわけであるが，一方，たとえば電子軌
道の計算を直接行って物質の特性を把握する，
つまり，データが無くても計算を行い問題を解
くことが可能となりうる点で，画期的なブレイ
クスルーの実現が期待されている。

（3）	量子コンピュータの知財実務での適用可
能性

まず量子コンピュータについては，現時点で
は，現在のコンピュータのように高級言語でプ
ログラミングをして様々な用途で用いることが
できるようなものとはなっていない。従って，
適用可能性についても，現在のコンピュータで
は計算ができないほどの膨大な計算量が求めら
れる知財関連の問題があるという前提で，かつ
大量計算を行うことで知財実務に対する影響を
与えるのか，という架空の議論にとどまらざる
を得ないことをご了承いただきたい。
前述のように，新規物質創出に量子コンピュ
ータを用いるというのは現在でも期待されてい
る用途である。量子コンピュータを用いて，物
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質を探り出せるようになると，誰が発明者なのか
という問題が議論されるようになるのであろう。
また，特許出願や審査実務の分野で量子コン
ピュータが必要となるほどの桁外れに多い可能
性を含む問題としてどのようなものがあるの
か，現時点ではまだよくわからない。たが，筆
者が関心をもっているのは，技術的範囲の外延
特定と先行技術との対比が，現在のコンピュー
タで対応できるのか，量子コンピュータが必要
になってくるのか，という点である。
現時点でのAI技術では，特許のクレーム内
容を把握するにあたり，その技術思想における
顕著な特徴点を特定していくようなやり方が典
型的であろうと思われる。これに対して，クレ
ームを最小単位にまで分解した構成要件の組合
わせとして表現することでクレーム範囲の外延
を厳密に確定できるようになるのか，仮にでき
たとしても，クレームと複数の（もしくは極め
て多数の）先行技術文献との対応関係を比較し
て評価しようとした場合の計算量は計り知れな
い程の大きなものとなるのか，つまりは，クレ
ームと先行技術の対比において巡回セールスマ
ン問題のようなことが生じるのか，という点に
関心を持っている。

3．4　“Software	is	Eating	the	World”20）

これまで議論してきた項目と比較すると，よ
り長期的変化が進行していることではあるが，
従来はハードウェアで実現してきた技術がソフ
トウェアで実装されるようになっており21），今
やあらゆる技術がソフトウェア化されるように
なってきているといってもよい。AI技術の発
展はそれを加速化させており，ソフトウェア特
許がどのように権利化され行使されていくの
か，それが今後の技術革新の進展に大きな影響
を与えていくであろう。

3．5　クラウド

これまで述べてきた様々な革新的技術は，昨
今のクラウドの普及により実用展開が容易とな
り，今後益々そのハードルは低くなっていくで
あろう。破壊的ビジネス変革を引き起こしてき
た新興企業の多くは，このクラウドを積極的に
活用することにより，Small Startから一気に拡
大して自らのプラットフォームを構築して市場
を席巻してきた。IT市場においては，2020年
にはクラウドが新規投資の半分を占めるともい
われており，インフラとしての基盤を構成する
ようになってきている。
一方で，あらゆる技術が前節のようにソフト

ウェア化し，さらにそのソフトウェアがクラウ
ドに置かれるようになると，侵害発見の困難性
が高まる。そうなった場合に，そもそも特許を
取得する意味があるのか，というような議論も
おこるだろう。
クラウド普及のおかげで実現が容易になって
いるものとして，共有のためのプラットフォー
ム構築がある。データやAI関連技術を共有す
る様々な仕組みは，次々と公表されている22）。
現在，データ共有に関する関心が高まり，さら
には情報・知識といったものの共有の動きも盛
んである。知財の分野では，WIPOが提唱して
いるWIPO Knowledge Network23）は大変興味
深い。また，インフラとしてのGitHubは，オー
プンソース開発者が作成したソースコードのバ
ージョン管理のために使用するクラウド上の分
散型管理システムとして非常に広く使われてい
るものであるが，CDLAの下でのデータ共有24）

や政府の意見募集（パブコメ）25）においても，
利用されるようになっている。

4 ．		技術革新による知的財産変容の	
可能性

以上のような技術革新が何を可能とし，知的

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 68　No. 4　2018 451

財産にいかなる変容をもたらしうるのか，以下
に考察してみたい。

4．1　透明性・予見性の向上

AIを利用して審査の過程で審査官が見るべ
き先行技術資料がかなりの可能性で網羅的にサ
ーチできるとなれば，特許成立後に新たな資料
に基づいて特許が否定されることは減少するで
あろう。また，ブロックチェーンを活用するこ
とで，著作物についてのライセンス管理は正確
に行えるようになり，また模倣品や海賊版を含
めた不正使用の減少することが期待される。デ
ータでも，同様のことが期待される。特許の分
野では，技術的思想を扱うがゆえに著作権やデ
ータほど直接的ではないが，透明性の向上がラ
イセンス等の仕組みに生かせるのではないかと
考えている。

4．2　	（法や制度ではなく）当事者主導の知
的財産

ブロックチェーンに関する「透明性の強化を
伴う，クリエータ主導のエコシステム」26）や「主
権を取り戻す技術」27），といった指摘からも分
かる通り，前節の透明性を高めるということだ
けでなく，さらに，当事者主導の仕組みの構築
を可能とする。「中央集権的な管理主体なしに」
というブロックチェーン技術の本質とも整合す
るものである。これは，法律ではなく，権利者
の意思，すなわち（利用者と合意された）契約
が取り仕切る仕組みである。ガリWIPO事務局
長28）は，法改正のスピードが技術革新にますま
す追いつかなくなる際の契約の重要性を指摘す
るが，ここでも同じことが当てはまる。
特許に関わる判断を中央集権的に行うという
役割を現在の特許庁そして裁判所が有しそれは
今後も続くであろうが，その一方で，分散する
当事者たちが様々な判断材料を参考にしながら
実行していく，という仕組みも並行して構築が

進むことが期待できる。具体的には次節で議論
する。

4．3　投資の回収のための新たな仕組み

（1）現在の仕組み
知的財産権制度の存在意義についてはインセ
ンティブ論等諸説あり29），広くは経済社会の発
展を図ることを目的とする30）ものといえる。法
理論的には，実施・利用の権利の一定期間の独
占を認めることで，発明者や著作者などに動機
づけ（インセンティブ）を与える31）といった説明
がされている。独占権が付与されて先行投資に
対する回収が可能となるからこそ先行投資に対
する意欲を高めるものである。権利者としては，
その市場独占等を通じて利益を上げることもあ
れば，知的財産の資産化を通じて，情報を用い
て利益を得る，融資を受ける，取引対象となり
技術移転を促進する，ということが行われる。
ただ，インセンティブのための手段が独占権
付与とされている理由については，産業発達・
文化発展にプラスとなるという「政策判断（あ
る意味では仮説）32）」という説明がされている
ところでもある。この判断は，制度ができたと
きには最善の選択ではあったであろうが，本稿
で議論する技術革新が進展しても最善であり続
けるのだろうか，考えてみたい。
一般論として情報の利用は原則として自由で
あり，情報は公共財33）とされるが，インセンテ
ィブ確保のために独占権を付与している。独占
権を持つ技術を第三者が無断で実施している場
合には裁判所に訴えることが必要となり，その
ためには，その第三者の侵害行為を立証するこ
とが不可欠である。裁判所に訴えるまではしな
いにしても，実施の停止やロイヤリティの支払
いを求める交渉には，相当の労力がかかる。特
許の場合には，その前段階の特許取得のために
相当の労力，コスト，時間がかかり，多数当事
者も関与する。このように，多数の専門家が相
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当の検討をしてきているにも関わらず，そもそ
も取引対象が存在するのか否か，存在するとし
て，その取引対象が何なのか，はっきりしない
ことも少なくない。取引コストが極めて高くて
時間がかかり，リターンがはっきりしないのが
知的財産なのである。
知的財産権が独占権であることに着目すれば，

一番乗りの者だけを保護する，All or Nothing，
ゼロイチの保護が基本となっており，いわばデ
ジタルな仕組みということができるのであろ
う。日本のように常に差止が認められて，現実
には損害賠償認容額が低い場合には，このデジ
タルな保護の側面が強いと思われる。

（2）新たな仕組み
① アナログな仕組み
一方，アナログな仕組みも考えうるであろう。
権利の価値と権利者の意図に合わせて，制度上
複線での保護と活用が可能となる，つまり，裁
判所での差止・損害賠償の判断や権利取引プロ
セスが多段階な仕組みである。差止請求権でい
えば，米国のように，侵害があったとしても必
ずしも差止が認められるとは限らない一方，損
害賠償額の多寡によりリターンも大きく左右さ
れる点は，よりアナログ的である。また，従前
より，一つの製品にせいぜい数件の特許が存在
していた何十年も前と，一つの製品に数千，数
万件の特許が存在し，世界で創出され特許出願
される発明の件数が以前よりも大幅に増加して
いる現状に鑑みて，独占権を前提とした特許制
度が今後も妥当でありつづけるのかという指摘
は多くなされている。特に，前述したソフトウ
ェアについては，漸進的な進化を蓄積して様々
な機能が追加されていく傾向があり，結果とし
て極めて多数の技術がそこに盛り込まれ，多数
の特許が盛り込まれていることが多い。一つの
技術に多数の権利が存在するとなると，生み出
した発明の価値に応じたアナログな仕組みが望

ましいともいえる。
なお，デジタルとアナログには，デジタルが

先進的，アナログが時代遅れというイメージが
あろうが，デジタルは連続的であるアナログ信
号を離散的に表してデータ量を減らしているも
のであるから，アナログの方が本来の実情をよ
り厳密に表現するものであるといってよい。た
だ，仮にアナログな仕組みが望ましいとしても，
デジタルな仕組みは，一律に単純な扱いをする
ことで，極めて高い取引コストを少しでも下げ
るための手段ということで合理的であるとも考
えられる。もし，アナログな仕組みでは技術的
に不可能もしくは取引コストが高くなりすぎて
実現性がない，だからこれまでデジタルな仕組
みが採用されてきた，ということなのであれば，
現在進行中の技術革新がそれを解決できないの
か，というのが関心事項である。
② アナログ知財による投資の回収
アナログな仕組みの例としてはどのようなも

のがあるのだろうか。ここでは，技術的アイデ
アそのものをブロックチェーン上に登録する，
特に，発明に該当するアイデアをブロックチェ
ーンに登録する場合を想定したい。登録するこ
とで，いわばノウハウライセンスのように一定
のコントロール下で発明を第三者にライセンス
できる可能性はある。特許の場合は，特許庁が
特許要件を審査し，そのお墨付きをもらって特
許として成立した発明のみが独占権を付与され
るものであり，いわば中央機関がそのアイデア
に関する信頼性を担保するものといってもよい。
仮に，創作した技術的アイデアに関する投資

回収の機会が，ブロックチェーン登録により作
り出せるのであれば，特許法ではない代替方法
で投資回収を図ることが積極的に行われること
があっても不思議ではない。ブロックチェーン
登録の対象となるアイデアを盛り込んだ技術は
必ずしも特許庁の審査を経たものでなかったと
しても，特許性に関しての参考意見としていく
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つかのAIによる評価を参照することはできよ
う。また，知財・データの価値評価の参考指標
の一つとして，「いいね！」ボタンのようなも
のを導入する仕組みも一考に値する。権利者自
らが知財活用方法を仕組みの中に組み込むもの
であり，より積極的な知財活用も期待できる。
たとえ特許権に基づくロイヤリティ額よりはず
っと少額であってもライセンシーの数が極めて
多くなれば，代替手段としても成立するはずで
ある。もともと，ブロックチェーン技術が使わ
れている仮想通貨はマイクロペイメントとの親
和性があり，スマートコントラクトを使うこと
で権利者がその都度関与しなくとも自動的にラ
イセンス取引も成立することから，取引コスト
が極めて低額で即時性のある知財ライセンスの
仕組みが実現できることとなる。
仮にこういった手段が実用性を持つとなった
場合に，現在の特許法が今のまま維持されるの
か，独占権付与ではない別のアプローチが発展
していくのか，という問題は非常に興味深い。
特許法がなくなることは短期・中期的にも考え
にくいが，技術革新に基づく投資回収を可能と
することで産業発展を図る手段が複数あり補完
関係が生じるのであれば，相互にそのあり方に
ついて影響を及ぼし合うであろう。
なお，このようなアナログな仕組みは，デジ
タルな仕組みと比べて，知財の保護を弱めるも
のでもない。本来保護されるべきものがすべて
その価値に応じたレベルの保護が受けられるよ
うにすることは，より多様性に富んだインセン
ティブ確保を可能とし，全体としては，より産
業発達と文化発展にプラスになるはずである。

（3）実用新案権制度への応用
前項のように，無審査の発明であってもライ
センスを通じた投資回収のメカニズムが成立す
るのであれば，それは結局，日本での実用新案
制度など，無審査で登録がされているような知

的財産制度において，同様の仕組みが成立する
可能性は高い。実用新案制度は中小企業での利
用が期待されるものであるが，それでも権利行
使を含めた取引コストは現在は決して低くはな
いであろう。ブロックチェーンの仕組みは中小
企業の知財活動活性化にも大いに寄与する可能
性はあると考える。

4．4　世界先使用権の可能性

発明をブロックチェーン上に登録すること
は，まず，その発明の登録日時が立証可能とな
る，という点が，極めて重要な意義を持つ。そ
れがゆえに，その登録のされ方によって，それ
以降の出願に対する先行技術文献となり，また，
先使用権の立証が可能となりうる。IoTとスマ
ートコントラクトを組合わせることによって，
発明完成だけでなく発明の実施（もしくはその
準備）まで客観的に立証できるようになるのか，
できたとしてそれをブロックチェーン技術を利
用して行うメリットが従来方法と比較してどこ
まであるかなどは不明であるが，日時や実施等
の立証が容易となれば，先使用権の利用が活性
化することは期待できる。これまで議論してき
た権利者側から見たアナログ化に対して，実施
者の抗弁権を通じたアナログ化となるのであろ
う。
現在先使用権は，実際に適用される事例が多

いわけではなく，各国法制の制度調和もさほど
進んでいない。ブロックチェーンの利用により
先使用権の成立が容易となりその意義も認知さ
れるようになれば，制度調和が進む可能性もあ
ろう。
現在，世界中で類似技術に関して様々な技術

分野において，同時並行での開発競争が繰り広
げられている。先願主義の原則のもと，最先の
者だけが独占権を与えられる現在のデジタルな
知財権制度が，多くの開発の無駄を生んでいる
との指摘もある。世界先使用権は，投資に応じ
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たアナログな保護に繋がりうるものである。

4．5　	共有プラットフォームの進展と，法律	
・特許庁（知財庁）・裁判所等の役割

将来の特許庁などの知財関連官庁の役割とし
て，中央集権的な判断をする機関である一方で，
様々なインフラを提供する機関となるべきこと
が期待される。EPOシナリオプロジェクト34）の
Trees of Knowledgeでは，多くの技術分野で
特許が禁止となる，という刺激的なシナリオが
描かれている（現実には2025年に実現すること
はないであろう）。そこに描かれているA2K
（Access to Knowledge）とそれをサポートす
るプラットフォーム整備という役割に対する期
待は，データ等の共有が今後積極的に行われて
いくであろうなかで，益々高くなる。
今後は，多数当事者間でのデータや情報等の
共有が進み，また，知財メカニズムの透明性や
予見性が益々高まることが期待できる。そこで
適用されるルールも予見可能であることが必要
である。人は極めて高度な判断能力を有し，そ
の導き出す結論は合理的根拠に基づくものと信
頼できるが，合理的である結論も複数存在する
こともあろう。特許権の例でいえば，米国では
Alice判決，日本ではプロダクトバイプロセス
クレーム最高裁判決のような場合が関連しうる
が，従来有効に成立していた多くの特許が事後
において実質的に無効もしくは脆弱な権利とな
る，その規定する尺度も曖昧であると，そのイ
ンパクトが極めて大きくなってしまう。透明性
向上により特許庁での特許性判断が今まで以上
に信頼性が高まることが期待されるのであれ
ば，それをひっくり返す裁判所の判断には，そ
れに相応しい水準の客観的根拠も今まで以上に
要求されることになる。
法律であれ，特許庁の審査や裁判所の判決で

あれ，その要件や規範，運用は，これまで以上
に客観的な側面を重視して規定することが重要

である。技術は今後も急激に進歩し，その進歩
が引き起こす変化こそが様々なイノベーション
を生み出すのであるから，予期せぬ競争力抑止
を避けるためにも，技術の変化に常に遅れざる
をえない法律による規制は抑制的であるべきで
ある。

4．6　知財の融合

現在，データそのものは，知財権としては保
護されず35），著作物は著作権法に基づき創作と
同時に自動的に保護され，発明は特許法に基づ
き審査を経た上で保護がされ，実用新案法では
無審査で登録の上一定の保護がされる，という
ように権利の発生が異なり保護の内容も差異が
あるなど，客体毎に法律上の取扱が異なる。一
方，技術革新が進展すると，契約で処理する場
合には，データであれ，著作物であれ，技術ノ
ウハウ（発明含む）であれ，同じような仕組み
での取引が行える可能性がある。
そもそも法律というものが，国単位で，法律

毎に，一定の要件を満たした場合にのみある効
果が発生しそれ以外は効果が発生しない，とい
うデジタルな性格を有している。一方，技術を
切り口として考えると，グローバルで一元的に，
実態に合致し当事者間で納得感のある，きめ細
かな，アナログ保護の可能性がでてくる。
以上のようなことに鑑みると，技術革新がも
たらす最大の変革は，大胆な言い方をすれば，
知財の融合であるのかもしれない。特許法や著
作権法などの法律が融合し，究極的には，知的
財産法という法律への統合，真の意味での知的
財産公的機関の設立，ということがありうるの
だろうか。

5 ．	おわりに

法律で独占権を付与し，インセンティブを確
保する。これは，法律という画一的な仕組みに
基づいて，中央集権機関が，独占権を創設し権
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利行使を認めるものである。権利者は，多大な
取引コストと時間をかけながらも，それに見合
うリターンを期待して，一連のこういった仕組
みを利用してきている。一方，同様の対象につ
いて，AI，ブロックチェーン，共有プラット
フォームなどの活用により，対象毎の多様な事
情を考慮した契約に基づいて，当事者間で低コ
ストな取引が行われ，即時にリターンが得られ
る可能性もでてきた。これまでは技術的に実現
し得なかった仕組みを議論することが，技術革
新によって可能な時期にきているように思われる。
本稿を執筆中に強く感じていたのが，ここで
記載すべき内容が，１年前であれば随分違った
内容であったに違いない，それほどに，技術の
進歩は早いということである。その中で今後の
変化を予測することは，もはや無謀であるのか
もしれないが，知財実務者の視点から技術革新
が与えうる影響というものについて，思いを巡
らせてみたのが本稿である。特に知財の領域は，
公開データ量の多さ，情報・知識の価値の高さ，
実務において要求される高度専門性と効率性と
いった観点から，現在起こっている技術革新の
影響も恩恵も受けやすい。今後極めて大きな変
革が起こる分野だと考えている。
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